
四日市市告示第４０７号 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号）第 23 条第１項の

規定により、次のとおり空家等管理活用支援法人を指定するので、同法第 23 条第 2

項の規定により告示する。 

 

令和８年５月２２日 

四日市市長  森  智 広 

 

名称又は商号 一般社団法人みえ空き家・まちづくり協議会 

住所又は所在地 四日市市諏訪栄町２２－３ 

指定年月日及び 

指定期間 
令和８年５月２２日（令和１１年５月２１日まで） 

 

 

 


